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令和3年(ネ)第165号 損害賠 償請求控訴事件

控訴 人兼被控訴人(第1審 原告)

控訴 人(第1審 原告)

被控訴人(第1審 原告)

被控訴人兼控訴人(第1審 被 告)

佐藤敏彦 外1271名

酒井美幸 外29名

鹿 目晴美 外168名

東京電カホールデ ィングス株 式会社

直送済

外1名

控 訴 答 弁 書(2)

〈「控訴理由書(損 害論)」 について)

令和4年3月14日

仙台高等裁判所第2民 事部 御中
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と同じである3
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(4)

のではない
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「精神 的人格権 として の平穏生活権」

不法行為法上保護に値する

6
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本 書では、一審 原告 らの2021(令 和3)年11月30日 付け控訴理 由書(損

害論)(以 下 、 「一審原告 ら控訴理由書(損 書醜)」 という。)に 対す る被控訴人

兼控訴人東京電カホールディングス株式会社(以 下、 「一審被告東電」 という。)

の反論を述べ る。

第1 は じめに

1一 審原告 らの主張の要旨

一審原告 らは、一審原告 ら控訴理 由書(損 害論)の 冒頭 において、原判決に

は以下の二点 について看過 し難い璽大な誤 りが あるとし、これ らの誤 りによ り

損害 の範囲が質及 び継続期間の両面で狭 まり、損害評価 も被害 の実相 に見合わ

ない非常に不十分な もので あると主張する。

① 原判 決 は、本件事故 によ りいわき市民が被 った法益侵害(被 侵害利

益)の 重大性 につ いての検討及び理解 が不十分である(一 審原告 ら控

訴理 由書(損 害論)7頁)e

② 原判決 は、損害認定 のための指標 と して、空間放 射線 量率 を唯一 と

いってよ いほどに重要視 して いる(一 審原告 ら控訴理由書(損 害論)

7頁)。

2一 審被告東電の反論の要 旨

1上 記① の点にっいて、一審被告東電 として も、原判決が法益侵害(被 侵害利

益)の 検 討及び理解が不十分で ある ごとを否定す るものではな い。 しか し、

ほ)自 主的避難等対象区域の一審原告 らに 「権利又は法律上保護 される利益」

の侵害は認め られず、また、(ii)本 件 旧屋内退避区域の一審原告 らについて も、

遅 くとも2011(平 成23)年4月23日 以 降は、 「権利又は法律上保護 さ

れる利益」の侵害は認め られない ことについては、一審被告東電控訴理 由書5

1
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～33頁 に記 載 した とお りであ る。

2上 記② の点 について、そ もそ も原判決 は、空間放射線量率を損害認定のた め

の指標 として唯一重要視 しているわ けではない。また、空間放射線 量率の多寡

及び放射線被ば くによる健康影響の有無 ・程度並び にこれ らに対する客観的 ・

科学的根拠の有無 は、 「権利又は法律上保護 される利益」 の侵 害の有無 を判 断

するに当たって極 めて重要な考慮要素であ り、C:れ を損 害の認定 に当た り重要

視することは当然である。

第2

1

一審原告らの主張する 「精神的人格権としての平穏生活権」は 「権利又は法

律上保護される利益」ではない

一審原告 らの主張

一審原告 らは、 「権利又は法律上保護される利益」の内容 として、以下の2

つの 「平穏生活権」 を挙げ、(a)本 件事故直後から2011(平 成23)年4月

末頃 までの時期 は、 「① 身体権に接続 した平穏生活権」が、(b)2011(平

成23)年5月 か ら2013(平 成25)年4月 頃 までの時期は、 「① 身体権

に接続 した平穏生活権」 とともに 「② 精神的人格権 としての平穏生活権」が、

(c)2013(平 成25)年4月 頃か ら現在 までの時期は、 「② 精神的人格権

としての平穏生活権jが 侵害 されてい ると主張す る(一 審 原告 ら控訴理 由書

(損害論)9～12頁)。

① 身体権 に接続 した平穏生活権

(i)生 命 ・身体 を侵害 され るのではないか との即時的 ・リアル

な恐怖(一 審原告 ら控訴理 由書(損 害論)9頁)に よって

精神的平穏 を侵害されない利益

(iD　 深刻な健康被害の恐れ ・不安(一 審原告 ら控訴理由書(損

2
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②

害論)10"t11頁)に よ って精神的平穏 を侵害されな い

利益

精神的人格権 としての平穏坐活権

(P深 刻な健康不安 ゆえに生ずる様 々な 日常生活 ・活動 に対す

る著 しい阻害(一 審原告 ら控訴理 由書(損 害論)11頁)

によって精神的平穏 を侵害されない利益

(ii)払 拭できな い被 ばく不安か らくる行 動の抑制な ど、 日常生

活 上の継続 す るス トレス(一 審原告 ら控訴 理 由書(損 害

論)12頁)に よって精神的平穏 を侵害 されない利益

(iii)長 期間 をか けて築いて 者た地域 の入間関係や 、毎 日の生 き

甲斐な どの人格的生存 に不可欠な利益(一 審原告 ら控訴理

由書(損 害論)22頁)

2一 審被告東電の反論

一審 原告 らが 「権 利又 は法律上保護 され る利益」で あると主張す る利益 の

うち 「② 精神的人格権 としての平穏生活権」 につ いて は、以下 に述べ るとお

り、独立 した法益 として観念す る ことはで きず、 「権 利又 は法律上保護され

る利 益」 ではない.(「 ① 身体権 に接続 した平穏生活権」 については、下記

「第3」 以下 において述ぺる。)

n)-a±,tlが 主 る 「
・人 と しての 生活 の

生 じるとされ る 「mは 、放 ・ 被ばくの不 二eる ので あ

り 、 「 に 続 した ・ 生活 の　 vaの 生 じる とされる 「被一
ア ー審原告 らは、 「精神的人格権 としての平穏生活権」が侵 害された結

果 生じる 「被害」 として、 「深刻な健康不安ゆえに生ず る様 々な 日常生

3



22-03-14;16:13 #46/79

活 ・活 動 に対 す る著 しい阻害(精 神的 人格権 と して の平穏生活権 の侵

害)」(一 審原告 ら控訴理由書(損 害論)11頁)、 「被 ばくによる健

康影響汽の深刻な不安 は、原告 らいわき市民をして、様 々な行動の抑制

へ と突 き動か したeそ のことによ り、……人格的生存 に不可欠な利益 ま

で もが失われあるいは殿損 されている」(一 審原告 ら控訴理 由書(損 害

論)21～22頁)な どとしてその独 自性を主張する9

イ しか し、一審原告 らが主張す る上記の 「被害」の要素 は、 いずれ も、

被 ばくによ る健康不安 の結果付随的に生 じるものに過ぎない。すなわち、

一審原告 らは、 「精神的人格権 としての平穏生活権」の侵害の結果生 じ

る 「被割 として、 「深刻 な健康不安ゆえに生ずる」 あるいは 「被 ば く

による健康影響への深刻な不安は……様 々な行動の抑制へ と突き動か し

た」 として いるが、一審原告 らの主張 を前提 としても、いずれの 「被害」

も、 「被 ばくによる健康影 響ぺの深刻な不安」 を起因とす るいわ き市民

の行動の結果生 じた ものであることか ら、当該 「不安」の結果付随的 に

生 じる ものに留まる。つ まり、 「身体権 に接続 した平穏 生活権」が侵害

された結果生 じるとされ る 「被害」 とその内容は同 じである。 このよ う

に、一審原告 ら自身 も、 「精神的人格権 として の平穏生活権」(が 侵害

された結果生 じる 「被害」)を 、健康不安 を内容 とす る 「身体権 に接続

した平穏生活権」か ら独立 した権利利益 として位置付 けていない。

ウ したが って、 「精神的人格権 としての平穏生活権」は、 「身体権 に接

続 した平穏生活権」 とは別の独立 した利益 として検討 されるぺき もので

はない。

〔2}「 人格 としての は1益 の ・内tm　　び利 益1

主 の が不明 であ り の:益 立に法律上 される1

4
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とは認められない

ア 「法律上保護され る利益」 といえるためには、権利の客体 ・内容及び

利益帰属主体の範囲が明確である必婆がある 】。

イ しか し、一審原告 らが 「精神的人格権 としての平穏生活権」 の客体 ・

内容 と して挙げている と恩われ る① か ら⑦ までの事情(一 審原告 ら控訴

理由書(損 害論)22頁)は 、いずれについて も、 「生活費を代替す る

利益 」(① の事 情)、 「地域住 民 とつなが り、相互 に助 け合 う利益」

(② の事情)、 「地域の自然環境 を享受 し恩恵 を受ける利益」(③ の事

情)、 「寂族間 ・地域住民 同士 の軋噸、不公平感」(④ の事情)、 「子

どもの生活環境 及び敦育環境」(⑤ の事情)、 「地域力」(⑥ の事情)、

「精神的に満ち足 りた生活」(⑦ の事情)等 の抽象的かつ情緒的な内容

であって、極めて曖昧不明確である上に、個 々人 の主観的な捉え方 ・受

け止め方によってそ の内実 は多租多様で あり、到底、 これ らの範囲を客

観的に特定できない。

また、利益帰属主体の明確性 の観点か らも、本件事故時点のいわき市

民であれぱ足 りるのか、一定年数以上いわ き市で生活を して いる者 に限

られるのか、将来移住する ことを具体的に予定 して いる者 にも利益の帰

属が認 め られ るのか、あるいは、現在は他 の地域 に居住 して いる ものの

いわき市で生まれ育った者 はどうな のかな ど、具体的にいかなる属性の

者が利益帰属主体 となるのか明 らか にな らな けれぱ 「法律上保護 され る

利益」 とはいえな いところ、一審原告 らは、 「精神的人格権 と しての平

穏生活権」の帰属主体 の範囲について、単 に 「いわき市民である」 とい

1潮 見佳男 『不法行為法1〔 第2版 〕』(信 山社 出版、2009年)33頁 。

=
り
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うこと以 外、 何 ら特 定 して いな い2.

ウ したがって、 「精神的人格権 としての平穏生活権」の具体的な客体 ・

内容及 び利益 帰属主体 の範囲が明 らか となってお らず、 「法律上保護 さ

れ る利益」の主張立証 として不十分であ って、他 の法益 と独立 した 「法

律上保護される利益」とは認め られない。

{3}「 神 的 人 格 と して の 生 活 は 、 ・法t'-MN.法 上 に る だ

ア 不法行為法上 の新 しい 「法律上保護され る利益」 を創 出す る場合、国

民一般 の注 意義務の対象が新た に生成 されるため、多数 の者の間の権 利

関係 を相互妥協の もとで調整するべ く、民主的な立法過程 を経る必要が

あるのが原則であるB。 したがつて、仮 に立法過程を経ずに、司法がな し

得 るとすれぱ、それ は既に広 く国民一般の間で疑 問な く受け入れ られた

利益 を追認することにとどまることになる4。

イ そ して、 「長期間 をかけて築いてきた地域の人間闘係」、 「毎 日の生

き甲斐」、 「地域住 民 とっなが り、相互 に助 け合 う」、 「地域の 自然環

境 を享受 し恩恵 を受ける」、 「地城 力」(一 審原告 ら控 訴理 由書(損 害

論)22頁)な どというものは、故郷や コミュニティに対す るいわ ばノ

2一 審原告 らは
、 「『長期間をかけて』築いてきた地域の人間関係」(一 審原告 ら控訴理 由書

(損害論)22頁)を 被侵害利益の内容 として主張 しているが、そ うだ とすれば、単に 「い

わき市民」であるというだけでは足 りず、少な くとも、本件事故 時点でいわき市に長期間居

住 していた事実がなければ、かかる利益の帰属主体 となることはあ り得ないことになるa

3阿 部泰 隆 「景観権は私法的(司 法的〉に形成されるか(上)」 自治研究81巻2号(200

5年)3頁 以下、能見善久 「日本私法学会シンポジウム資料 新 しい法益 と不法行為法の課題

報告1総 諭」NT]BL936号(2010年)8頁 以下。

4最 判昭和44年12月24日 刑集23巻12号1625頁 、最判昭和56年4月14日 民集3

5巻3号620頁 など参照。

6
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スタル ジックな想いや心情 にすぎな い。そのような想 いや心情 は、あ く

まで主観的な価 値判断であって、個々人の価値観等によ ってその有無 ・

内容が様々に変わ り得るものである。最高裁判所の判例 にお いて も、 こ

の種 の個人の想いや心情な どは、法律上保護 される利益 として認め られ

てお らず、独立 した法的利益 として、あるいは当然に侵害され るべきで

はないものである との共通認識 はな く、 「既 に広 く国民一般 の間で疑問

な く受け入れ られた利益」で あるとはいえない,

ウ したがって、 「精神的人格権 としての平穏生活権」 には、不法行為法

上保護 に値するだけの法的根拠がない。

(4)「 神 的人 格 と しての 生 ラ は に ・に1 も

ではない

ア ー審原告 らが 「精神的人格権 としての平穏生活権」の侵害 の有無の判

断要素 として挙 げて いる 「①農作物 ・魚介類、 山菜等 の自然 の恵みの交

換 や 自給 自足等 によ って生活費 を代替す る利益」、 「②野外活動 を通 じ

て地域住民 とつなが り、相互に助 け合 う利益」 、 「③地域の 自然環境 を

享 受 し恩恵 を受 ける利益」 「④ いわき市民 と避難者 間の人間関係」、

「⑤子 どもの生活環境及び教育環境」、 「⑥地域力」 、及び 「⑦ 上記①

～⑥ による、人格を発展 させ、あるいは精神的に満ち足 りた生活 を送 る

利益」 といづた もの(一 審原告 ら控訴理 由書(損 害論>22頁)は 、あ

くまで、一定の広い範囲における便益を内容 とす るもの、言 い換えれ ぱ、

不特定多数者 の集 団的利益 又 は一般的公益 に属す る利益で ある。 した

が って 、法令 に特段 の規定がない限 り、 これ らの利益がいわき市 の住 民

個 人に帰属する 「法律上保護 され る利益」になる ことはない。

イ この点、自転車競技法4条2項 に基づ く場外車券販売施設の設置許可

7
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に対する取消請求 の事策 において、最高裁は、当該 施設の周辺住 民等 に、

違法な場外施設の設置許可に起因する善良な風俗及び生活環境に対する

著 しい被害 を受けない という具体的利益がある と認 めた原審 を破棄 し、

「場外 施設が設置、運営された場合 に周辺住 民等が被る可能性のある被

害は、交通 、風紀 、教育な どの広い意味での生活環境の悪化で あって、

そ の設置、運営によ り、直ち に周辺住民等の生命、身体 の安全や健康 が

脅 かされた り、モの財産 に著 しい被害が 生 じた りす ることまでは想定 し

難 いところである。そ して、 このような 生活 に関す る利益 は、基本

的 には公益 に する利益 というべきであって、法令 に手掛 りとな ること

が 日1らか な 一Lがな い に もかかわ らず、 当然 に、 法 が ・辺 羊 鯨 にお い

て上記 のよV'な 被害を受けないとい う利 益を個 々人の 舳・利益 と して

も　「・Ja-tt　　るaVxfl7を む と.す る の は 困 難 と い わ ざ る を得 な い 。 」 と して 、

生括環境に関する利益が個々の周辺住民の個別的利益ではないと判示 し

て い る5。

(5)「 神 的人 格 と しての 、生} につ いて 、-A生 茎 惑忍

ぺき限 を超える利益 はない

ア ー審原告 らの主張

一審 原告 らは、 「精神的人格権 と して の平穏生活権」 につ皆、その侵

5最 判平成21年10月15日 民集63巻8号1711頁 。同判例 は、抗告訴訟における原告

適格 に関 して、 「法律上の利益を有す る者」(行 政事件訴訟法9条1項)の 該当性が問題 と

なったものであるが、 「生活環境」に関す る利益が基本的に 「公益に属する利益」であり、

生活環境 の悪化が直ちに個々人の個別的利益の侵害 として評価される もので はな いことを示

した ものである。 この点、一審原告 らが主張する 「①農作物 ・魚介類、山菜等の自然の恵み

の交換や 自給 自足等 によって生活 費を代替する利益」、 「②野外活動を通 じて地域住民 とづ

なが り、相互に助け合 う利益」、 「③地域の自然環境 を享受 し恩恵 を受 ける利益」 「④いわ

き市民と避難者間の人間関係」、 「⑤子 どもの生活環境及び教育環境J、 「⑥地域力」、及

び 「⑦上記①～⑥による、人格を発展 させ、あるいは精神的に満ち足 りた生活 を送る利益」

は、いずれ も結局のところ 「生活環境」 に属する利益 を問題 とす るもので あって、引用判例

は本件においても蓼照する意義のあるものである。

8
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害 を示す事情 として、概要、以下の事情 を挙 げている(以 下 のうち① ～

⑥ は一審原告 ら控訴理 由書(損 害論)11頁 、⑦ は33～34頁 、⑧ は

34～35頁)。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

低線量ではあっても放射能汚染地域である ことによって引き起 こ

される風評被害やその対応を余儀な くされる被害

地域力(と りわけ地域ブラン ドカ)の 低下

従前のよ うな 自然環境や 自然か らの恵み を享受できな いな どの生

活の質の低下

低線量であるがゆえに、その影響について の意見が分かれること

で引き起 こされる住民間の軋櫟や分断 によるス トレス

放射能の ことな ど忘 れたいという気持 ちや、そ の不安や被害 を公

にすることによ り、復興の妨げになるのではないか、風評被害 を

助長 して しまうのではないか という懸念か ら、不安 を公にできな

いことへのス トレス

自象野菜生産や野草 ・キ ノコ採 り鱒楽 しみの喪失な ど、本件事故

がなけれ ば負担することなど絶対に無かったス トレスや不安

子 ども達の生活 ・教育の変化

a外 遊びの制限、それ による体 力低下や肥満などの影響は将来

にわた り続 く被害で ある(原 告番号1288高 野章子本 人調

書14頁)

b年 齢に応 じて2～4年 間、 自身の子 ども達 を公園で遊ぱせ る

のを避けてきた(原 告番号1506鈴 木雅史本人調書10～

11頁)

Cい わき市 内の小学校では、2011〈 平成23)年 はプール

の授業 を実施 してお らず、そ の後 も、少 な くとも2017

9
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(平成29)年 までは慎重に線量 を測定 した上で、プール の

授業 を実施 していた。また、学校 で除染 した残土の近 くで子

ども達が遊んでいる状態が6年 間 も統 いた(原 告番号iO8

1佐 藤明美本人調書11・13頁)

⑧ 行動の抑制、 自然の享受の喪失

a汚 染 されている恐れが ある山や海 ・川 ではキャンプをする気

持 ちにな らな くなった り、家庭菜 園を止めてしまった家族 も

いた(原 告番号1288高 野章子本人調書13～14頁)

b趣 味のサーフィンを諦めて しまい、海 での仲間 との交流 もな

くな った(原 告 番号1506鈴 木雅 史本 人調書12・14

頁)

c山 菜や川魚 とい った山の幸を採る気持 ちにならな くな った。

また、山菜や野菜な どを人にあげて もよいのか躊躇す るよ う

になった(原 告番号2304高 萩民雄本人調書2頁 以下)

イ ー審被告東電の反論

下記 「第3」 の とお り、権利 ・利益の対象範囲が 明確 に確定されて い

な い一定の利益が 「権利又は法律上保護 され る利益」の 「侵害」で ある

といえ るか否か については、 「受忍限度論」(当 該利益 に対する侵害行

為 について、一般社会生活 上受忍す るのが相 当か否か という基準)に 基

づ いて判断する必要が あるところ、以下 に述べ る理 由か ら、一審 原告 ら

が挙 げている上記の各事情は、各侵害態様について 「一般社会生活上受

忍すべき限度」 を超える利益侵害 を基礎づけるもので はない。

(ア)風 評被害による損害 に対 する自主賠償の実施(上 記主 張① に対す

る反論)

10
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事業者 の営業損害や風評被書等の損害 のうち、本件事故 と相 当因

果 関係 を有す るものについては、一審被告東電 にて、既 に別 の損害

項 目として賠償済みで ある(一 審被 告東電準備 書面(17)17

頁)。 例えば、風評被害 によ り生 じた損害 に対す る賠償 として、原

告番号2045が 運営 している水産株式会社 には1億4204万2

132円 が、原告番号1260が 運営 している食品工業有限会社 に

は873万4115円 が支払われて いる。

また、本訴訟 においては、 「風評 被害」 によ りいずれ の一審原告

が どのよ うな被害 を受 けたのか につ いての主張や立証はなされて い

ない。 したがって、 「風評被害」 による損害が生 じた一審原告 らに

対 して は当該損害 を填補済 みで ある ことか ら、 さらに加 えて慰謝料

が支払われるべき理由はない。

(イ)い わき市の地域経済の好転(上 記主張② に対す る反論)

以下 の事情 に照 らせば、いわ き市 の地域経済は本件事故以降大 き

く回復 し、む しろ本件事故 以前 と比較 しても経済状況は好転 してお

り、地城力(地 域ブラン ドカ)の 低下が あったとはいえない。

aい わき市の大型小売店等販売額は、2011(平 成23)年4月

には本件事故前 と同程度の水準(98.8%)ま で回復 し、同年

5月 以降は本件事故前の直近年同月比1109!。 前後の水準 を維持

してお り、本件事故が個 人需要 を押 し下げる要 因とはなっていな

い(乙C52の1～4)(一 一ge被告東電準備書面(ユ3)20～2

2頁)。

bい わき市の 自動車新規登録台数は、2011(平 成23)年9月

に本件事故前 と同程度の水準(95.OP)ま で回復し、20ユi

(平成23)年10月 以降は、本件事故前を大きく超える水準で

11
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(ウ)

c

d

e

f

a

需要が継続 している(乙C52の1及 び3)(一 審被告書電準備書

面(13)22～23頁)。

いわき市の新設住宅着工数は、2011(平 成23)年1ユ 月以

降、概ね本件事故前の水準を大 きく上回 る新設住宅着 工数 を維持

してお り、同市内での旺盛な建設需要の存在が確認で きる。また、

建築確認申請受付件数についても、本件事故前 と比べて大幅に増

加 している(乙C52の1～3)(一 審被告東電準備書面(13>

23～26頁)。

いわき市における公共工事等受注額は、復興需要 を受 けて、20

11(平 成23)年10月 以降、概ね前年を大きく上回る受注額

となっている(乙C52の1～3)(一 審被告齋電準備書面(13)

26～27頁)。

いわき市にお ける新規求人倍率及び有効求人倍率は、本件地震後

も落ち込んでお らず、高 い水準を維持 していた。また、2012

(平成24)年3月 以降は、本件事故前 と比ぺて200%か ら3

00%超 の水準 を維持 してお り、2014(平 成26>年4月 時

点で の全国の新規求人倍率1,64倍 、有効求人倍率1,08倍

(乙C54)と 比較 して も十 分に高い数値を示 している(一 審被

告東電準備書面(i3>28～30頁)。

地域イベン トが多数 開催 されてお り、社会活動が活発 に行われて

いた(一 審被告東電準備書面(14)3～8頁)。

自然環境 と 「自然か らの恵み」である海産物及び林産物の状況

(上記主張③に対する反論)

2016(平 成28)年6月 末時点にお いては、農地及び森林 を

含む土地について、除染発注数 とほぼ同数について除染が実施さ

12
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れているか、あるいは調査にて終 了している(乙C41)(一 審被

告東電準備書面(i7)15買>eま た、山林での屋外イペン トは

多数開催されてお り、自然環境 を楽 しむ機会 は十分に提供されて

いた(一 審被告東電準備書面(ユ4)3～8頁).

b海 産物 については、国か ら出荷制限の指示がなされた一部の海産

魚介類 について も、順次、当該 出荷 制限指示が解除 されてお り

(乙A71)、 また、本件事故・後、小名浜港や 中之作港 においては

水揚げが再開されて いる(乙A73)(一 審被告東電準備書面(1

4)10～11頁 及び一審被告東電準備書面(18)31頁)。

c林 産物の生産推移について も、木材 は、2013(平 成25)年

には本件事故前 とほぼ同水準に近づいて いる。また、なめ こにつ

いて も本件事故後は毎年回復傾向にあり、生 しいたけについては

2012(平 成24>年 度 に本件事故前の水準を上回る程度に回

復 している(乙A76・14頁)(一 審被告東電準備書面(14)

12頁 及び一審被告東電準備書面(18)33頁)。

(エ)人 間関係 のス トレスについて(上 記主張④及び⑤ に対する反論)

人聞関係 におけるス トレスは、一審原告 らとその周辺 の個 々人の

人間関係や認識等 に起 因す るもので あ り、本件事故 による放射線 の

影響 と相当因果関係の ある法律上保護 される利益の侵害には当た ら

な い(一 審被告東電準備書面(17)13頁)。

(オ)「 本件事故がなけれ ば負担す ることな ど絶対 に無か ったス トレス

や不安」 につ いて(上 記主張⑥ に対する反諭)

「本件事故がなけれ ば負担す ることな ど絶対 に無かったス トレス

や不安」 として、 自寂野菜生産や野草 ・キ ノコ採 りの楽 しみの喪 失

13
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な どにまで 、法律上保護 される利益の侵害 を広 く認める ことは、本

件事故 をきっかけ とした生活の変化 の全て を賠償対象 とする との結

論 に結びつ きかねず、不法行為法上の 「損害」概念 を著 しく拡張す

る ものであoて 、認 め られな い。 また、下 記 「第4・2(2)Jの と

お り、いわ き市の空間放射纏量 率は低 い値で推移 してお り、 自家野

菜 生産や野草 ・キ ノコ採 りに当たって、具体的な健康 リス クが懸念

され るとい う状況 にはなかつた。

(カ)子 ども達 の生活 ・教育の変化 につ いて(上 記主張⑦ に対す る反論)

一審 原告 らが主張す る事 情は、いずれ も一審原告 らの一部 の者 に

よ る陳述であ り、個人の主観的な事 情に基づ いて生括が変化 して い

た ことを示す にとどまる。そ して、以下 の客観的な状況 のもとにお

いて は、 「一般 社会生括上受忍すべき限度」 を超え る利益侵害が あ

るとはいえない。

aい わき市では、2011(平 成23)年4月6日 に小 ・中学校 に

お いて入学式 ・始業式が、同月7日 に市立幼稚園の入園式が通常

どお り行われた(乙A61の1・1頁 、乙A61の2・3頁 、一

審被告東電準備書面(14)2頁)e

b2011(平 成23)年8月 には、いわき市内において、多 くの

夏祭 りが開催 されてお り、児童 を含 む若者が多数参加 していた

(乙A61の5・10～11頁 、一審被告鴬電準備書面(14)

3～4頁)。

Cい わき市では、従来、子 どもの遊び場 として、市内9か 所 の公立

保育所の遊戯室が無料開放されていたが、2012(平 成24)

年1月4日 か らは、さらに4施 設が遊戯室として開放 されること

になった(乙A61の9・16頁 、一審被告東電準備書面(14)

14
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(キ)

d

5頁)。

2012(平 成24)年6月20日 には、いわき陸上競技場にお

いて、多 くの児童が夢加 した 「いわき市小学校陸上競技大会」が

開催された(乙A61の15表 紙、裏表紙、一審被告東電準備書

面(14)7頁)。

行動 の抑制、 自然の享受 の喪失について(上 記主張⑧ に対 する反

論)

上記 ㈲ と同様、一審原告 らが主張す る事 情は、いずれ も一審 原

告 らの一部の者 による陳述であ りi、個人の主観 的な事情 に基 づいて

生活が変化 していた ことを示すにとどまる。そ して、以下の客観的

な状況のもとにおいては、 「一般社会生活上受忍すべき限度」 を超

える利益侵害が あるとはいえない。

a2012(平 成24)年7月16日 、勿来海水浴場の海開きがあ

り、多 くの来場者が いた(乙A61のi6表 紙、裏表紙、一審被

告東電準備書面(14)7頁)。

b2012(平 成24)年6月30日 、湯 ノ岳 山荘にて 「第27回

いわき市ファミリー緑の教室」 という自然観察体験学習のイベ ン

トが開催 された(乙A61の16裏 表紙、一審被告東電準備書面

(14)7頁)"

cそ の他、本件事故直後 の時点においても、2011(平 成23)

年6月4日 に、南の森スポーツパー クで 「世界最大級 のオルゴー

ル&野 外バ レエの競演」が開催されてお り、また、2011(平

成23)年10月1日 及び同月2日 には、21世 紀 の森 公園で

「がんばっぺ!い わ き復興祭 り」が開催 された等、 自然環境の中

で楽 しむ屋外イベ ントが多数実施 された(乙A61の3裏 表紙、
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乙A61の5・8頁 、 乙A61の7表 紙 、裏表紙 、一一審被 告東電

準 備書面(14)3～8頁)。

第3 「身体権に接続 した平穏生活権Jの 侵害の有無

1一 審原 告 らの主 張

上記 「第2」 の とお り、一審原告 らの主張す る 「精神 的人格権 としての平穏

生活椥 は、 「権 利又 は法律上保護され る利益」で はない。そ こで、 「権利又

は法律上保護され る利益」の侵害 の有無 を判断するに当たつて は一審原告 らの

主張す る 「身体権 に接続 した平穏生活権」 の侵害の有無を判断する ことにな る。

この点、一審原告 らは、そ のための判断要 素と して、一般人 ・通常人を基準 と

して 、社会的に合理性 を有す る不安ない し恐怖感が生 じる場合(す なわ ち、科

学的な基準ではな く、一般人 ・通 常人の感覚 に照 らし、心理的に不安 を感 じる

ことが合理的であると評価 される場合)に は、侵害が認め られ 、賠償の対象 に

なると主張する(一 審原告 ら控訴理由書(損 害論)16～21頁)。

しか し、 このよ うに一般人 ・通常人の感覚に照 らして、心理的 に不安 を感 じ

ることが合理的で あると言 えれ ば平穏生活権(「 身体権 に接続 した平穏生活

柘」)の 侵害が認 められ るとす ると、極めて曖昧に、かつ広範囲に不法行為 の

成立が認め られる ことにな り、私生活上の 自由が大幅 に制約される ことになる

ごとか ら、一定の範囲 に限定す る必要がある。そ して、 このよ うに権利 ・利益

の対謙範囲が 明確 に確定されていない一定の利益が 「権利又は法律上保護 され

る利益」の 「侵害」で あるといえるか否かにつ いては、 当該利益 に対す る侵害

行為 につ いて、 「一般社会生活上受忍す るのが相当か否か」 という基準 、すな

わち、 「受忍限度論」 に基づいて判断す る必要が ある(一 審被告東電控訴理 由

書6～7頁)。 具体的には、(i)侵 害行為の態様 と侵害の程度、(ii)被 侵

害利益の性質 と内容、(ifi)侵 害行為 の開始 とその後の継続の経過及び状況、

16
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(iv)そ の間にとられた被害の防止 に関する措置の有無及びその内容、効果等

の事 情を総合 的に考察 した上で、平均的かつ一般的な人を基準 として一般社会

生活上受忍すべき限度を超えたものであるか否かを判断す ることになる67。

2侵 害行為の態様と侵害の程度及び被侵害利益の性質と内容

11|

一審原告 らは、 「不安 の合理性」 として、一般人 ・通常人 は、そ もそ も、

放射線量 ¢1数値か ら健康 リス クの有無 を科学的に判断 して いるわ けではな

いと して、以 下の主張 をする(一 審原告 ら控訴理 由書(損 害論)17～Z

9頁)e

① 本件事故 において、事故後制御が 困難で あった こと、事故 当時の原子

炉建屋の水素爆発を皆が見た こと、放射線 被ばくに人 を死 に至 らしめ

る潜在 力があること、広い地域が汚染 された ことな どか ら、一般人 ・

通常人が 「恐 ろしい」 と感 じることは当然である(恐 ろ しさ因子)。

② 放射線 は直接観察す ることができな いこど 被 ばくして いることを感

じることができない こと、放射線被 ばくの影響が直 ぐには現れな いこ

と、放射性物 質を気 にする生活が初めてで あることな ど(未 知性因子)

を踏 まえると、低線量被ば くは、他のハザー ドと比較 して、一般人 ・

通常人に恐怖感 ・不安感がよ り強 く生 じさせやすい。

6な お、 「身体権に接続 した平穏生活権」の侵害の有無を判断するに当たって、受忍限度諭 を

用 いることにつ いては、一審原告 らがその主張 の拠 り所 として用いて いる淡路剛久 意見書

(甲C3・4頁)に おいても肯定されているb

7最 判昭和56年12月16日 民集35巻10号1369頁(大 阪空港事件上告審判決)、 最

判平成6年3月24日 集民172号99買(レ デイ ミクス トコンク リー一ト製造工場事件上告

審判決)等 。なお、 レデイミクス トコンク リー ト製造:〔場事件上告審判決は、 「公共性な い

し公益上 の必要性」 を 「侵割 の成否 の考慮嬰 素として挙げていない ことか ら、判例上・

「公共性ない し公益上の必要性」は、必ず しも受忍限度 を超えるか否かの判断要素となって

いない。

17
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(2}

ア 不安の程度と 「一般社会生活上受忍すべき限度」の関係

上記 「1」 のとお り、 「権利又は法律上保護 される利益」 の侵害 とい

えるためには、 「一般社会生活上受忍すぺき限度 を超えた」 と、平均 的

かつ一般的な人 を基準 として判断されな ければな らない。 この点、一審

原告 らのあげる 「恐ろ しさ因子」 は、客観的危険を度外視 した主観的な

感情に過ぎない。たとえ人間とい うものが非 合理 的、感情的な意思決定

をしが ちであるとして も、そ のよ うな意思決定を法的に保護 しな けれ ば

な らな いわけではな く、客観的な状況の もと 「合理性」 のある意思決定

で あるのかを検 討 しなけれ ぱな らな いe

したがって、実際の放射線量 の多寡及 び当該放射線被ば くによる健康

影響 の有無 ・程度並びにそれ らに対する轡観的 ・科学的根拠 の有無は、

「一般社会生活上受忍すべき限度」 を超 えたか否か を判断するに当た っ

て極めて重要な考慮要素で ある6。

イ 低線量被ばくの健康リスク

国際的に合意 されている科学的知見で ある低線量被 ば くWG報 告書及

び2007(平 成19)年 のICRP勧 告(乙A40、 乙A41)に よ

れ ぱ、放射線 による発 がん リスクの増加 は、100ミ リシーベル ト以下

の低線量被 ばくでは、他の要 因による発がんの影響によ って隠れ て しま

うほど小さ く、放射線によ る発がんの リスクの明 らかな増加 を証明す る

a東 京地判平成9年4月23日 判 例タイム ズ983号193頁 及 び東京 高判平成12年9月2

8日Westlaw　 Japan文 献番 号2000WLJPAO9289001、 並 び にs大

阪地判平 成20年9月18日Westlaw　 Japan文 献番号2008WLJPCAOg

l86002

18
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ことは難 しい。そ れゆえ、現在の避難指示 の基準 である年 間20ミ リ

シーベル トの被ば くによる健康 リス クは、(仮 に、 ユ00ミ リシーベル

ト以下 の低線量被 ば くであって も被ば く線量に対 して直線的に リスクが

増加するという安 全サイ ドに立 った考え方 によって も)他 の発がん要 因

によるリスク と比べて十分 に低 い水準であるPt　実際、福島県が実施 した

ホールポディカウ ンターによる検査 にお いて、その検査対象者 の全てに

お いて健康に害が 及ぷ数値 ではなか った ことが確認 されている(乙A3

7・14頁 、乙A49)b

また 、国連科学雲員会(UNSCEAR)　 が2021(令 和3)年3

月9日 付 けで公表 した2020年 プ レス リリース において も、本件事故

によって福島県の県民 に放射線被ば くが直接の原因 とな る健康影響が将

来 的に見 られる可能性は低 いと結論付 けられている(乙A190)。

さらに、本件事故直後のいわき市 の空間放射線量率は、いずれ も、年

間20ミ リシーベル トを超 えるものではな く、 この ことはいわ き市の広

報な どを通 じて広 く知 られて いた9。 また、放射性ヨウ素 との関係で も、

2011(平 成23)年3月 を通 じて一般的な基準値を上回 ることはな

く、乳児用の基準値 との関係で も、同月末には安定 して基準値を下回 っ

て いた(原 判決272N273、282～283頁)。

以上の事実 に基づけば、いわ き市 について、本件事故によ る低線量被

ば くの健康 リス クが認 め られるような状況で はなか'pた 、なお、一審原

告 らの主張する 「朱知性 因子」 をどのよ うに感 じるか については、一般

人 ・通常人として一般化で きる ものではな く、人それぞれ感 じ方は異 な

る。

9な お、いわき市内における放射線量率は、本件事故直後の時期を除き(平 成23年6月 頃か

ら)、 概ね年間1ミ リシーベル ト程鹿以下 の空間放射線量率で推移 している(乙C27の1
～61、 乙C28の1～9、 乙C31の2)。
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3侵 害行為の開始とその後の継続の経過及び状況

|1|

一審原告 らは、概要、(i)避 難指示 の基準 となって いる年 間20ミ リ

シーベル トの被ば くのリスクが どの程 度か も一般人には分か らない こと、

(ii)一 般人は空間線量率を測定できる機器がないのが通常であ り、どこに

ホ ッ トスポ ッ トがあるのかが分か ったのも、相 当後の ことであった こと、

(面 低線量被 ばくの影響 は専門家の間で も意見が分かれてお り、一般人で

あれ ぱよ り不安 になること、(iv)年 間20ミ リシーベル ト以下 の被ばくを

長期間受 けたまま生活する ことによる発がん性 リスクが どの程度であるか

不明であることな どか ら、空間放射線 量率の具体的な数値 とは連動 するこ

とな く放射性物質へ の不安は継続する と主張する(一 審原告 ら控訴理 由書

(損害論)19～20頁)。

,2ー

ア 以下の とお り、本件事故直後 の2011(平 成23)年3月 か ら、本

件事故 の推移、放射線 の知識や健康への影響等 に関す る情報は、新聞報

道等 を通 じて提供 されていた。

① 本件事故 の推 移 に関す る情報 として 、本件事故直後 の早期 の段階

(2011(平 成23)年3月18日 時点)で 、既 に、本件事故 の

客観的状況や、本件事故がチェル ノブイ リ原発事故 とは規模 や放射

性物質の放出量等にお いて 「全 く異なる」 旨の専門寂 の意見1⑤ 等が

報 じられて いた ←一審被告東電控訴理由書15頁)。

】02011(平 成23)年3月24日 付 け朝 日新聞(乙A107・21枚 目)及 び 同年4月13

日付 け朝 日新聞(乙A107・47枚 目)参 照。
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② いわき市 の空間放射線量率等 に関す る情報 と して、2011(平 成

23)3月28日 の時点で 、既 に、 自主的避難等対隷 区域の空間放

射線量率 は避難指示の基準 である年間20ミ リシーベル ト(毎 時換

算値:毎 時3.8マ イ クロシーベル ト)を 下回っている ことが報道

されてお り　ll、　かつ、来等 の作物や水道水 につ いて も、同年4月 時

点において基準値を下回ってい る旨の情報が継統的に提供されてい

た12(一 審被告東電控訴理 由書15～16頁)。

③ 本件事故直後 よ り、全国紙 や地方 紙 の報道や 、専門機関 のウェブ

サイ トによ り、 自主的避難等対象 区域 にお ける空間放 射線量率 に

っ いて は、健康 への悪影 響 を懸念す る必要が ない もので あるこ と

や 、妊婦 、胎 児及 び乳幼 児の健康 につ いて も、悪影 響 を懸 念す る

必要がないことが継続 的かっ平易な表現で発信 されて いた(一 審被

告東電控訴理由書16～17頁)。

以上の報道等の状況 にみ られ るとお り、平均 的 ・一般 的な人を基準 と

して、本件事故当時の届住地で の生活 を継続 して も健康 への具体 的な危

険はないと判断するに足る十分な情報が提供 されていた。

イ いわ き市は、福島県 の沿岸部浜通 り地域 に属 し、本件地震や津波の甚

大な被害 を被った 自治体である。モれゆえ、 いわき市の避難者数 につい

て も、地震や津波 を原因 とす る者が相当数 に及ぶ。それ にもかかわ らず、

本件事故直後で混乱が生 じて いた2011(平 成23>年3月15日 の

ll2011(平 成23)年3月28日 付 け福 島民報(乙A109・23枚 目)等
。

122011(平 成23)年4月1日 付け福 島民報(乙A109・26枚 目) 、同月2H付 け 日経

新 聞(乙AIO7・34枚 目)、 同 月4日 付 け朝 日新 聞(乙A107・37枚 目)、 同月13日

付 け 日経新 聞(乙A107・46枚 目)及 び同月17日 付 け福島 民報(乙A109・43枚 目)

塗照。
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時点において、いわき市の住民が 自主避難 を選択 した割合 は、上記の地

震や津波 による避難を含めたと して も、わずか4t5%に 留 まる(地 震

や津波 を原 因とす る者が比較的少ないと考え られる地域 の避難者数 は・

人 日比 に して0～1%台 にとどまっているごとを踏 まえるとi3、 いわ き

市 において も、本件事故に起 因 して避難 を選択 した住民は同程度 の割 合

に とどまる と考 え られる。)。 この ことは、大多 数の住 民が、新聞報道

等 を冷 静に受け止め、本件事故 当時の居住地でめ生活 を継続 して も健康

への具体的な危険はないと判断した ことを裏付けている。

ウ 本件事故直後の2011(平 成23>年3月15日 時 点において、い

わき市 は、他の地域か ら、i万5692人 もの避難者 を受け入れ ている

(乙C23・5頁)。 この人数 は、上記イのいわき市か らの 自主避難者

数 を上回る。つま り、他の地域の被災者 にとって、いわき市 は安全な地

域 として認識されてお り、いわ き市の住民も避難者の受 け入れ を通 して

このよ うな事実 を把握 していた。

第4利 益侵害の期間

1一 審原告 らの主張

一審原告 らは、以下 のよ うな事 情 を踏 まえれば、 「身体権 に接 続 した平穏

生活権 」が、本件事 故直後か ら2013(平 成25)年4月 頃 まで侵害 され

た と主張 す る(一 審 原告 ら控訴 理 由書(損 害論)9～11頁 、29～31

頁)。

①2011(平 成23)年 度 中は、住 民 の生活 圏 につ いて は、 あ くまで

13例 え ば
、 郡 山 市 で1.5%o、 福 島 市 で ユ.1%、 須 賀 川 市 で1.4%、 二 本 松 市 で1.

1%、 本 宮 市 で0.4Y.、 桑 折 町 で0.3%、 川 俣 町 でO,0%、 大 玉 村 で0.1%、 田 村

町 で0,ユ%と な っ て い る 。
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②

③

④

⑤

も除染 の 「計画」 のみが策定 され、具体的な手続 はほぼ進 んでお ら

ず、2012(平 成24)年 度中も、予備調査が中心であ り、住民の

生活 圏に対する具体的な除染作業 はほぼ行われていなか った(一 審原

告 ら控訴理 由書(損 害論>24・v25頁)。

本件事故前の空間線量率は、おお よそ毎時0、031～0,054マ

イク ロシーベル トであったが、それ に対 し、いわき市の大部分につい

て、2011(平 成23)年5月 においては、毎時0.5～1.0マ

イク ロシーベル ト、同年9月 においては、毎時O.23～0,99マ

イ クロシーベル ト、同年11月 の時点において は、毎時O,2～0,

5マ イクロシーベル トであった(一 審原告 ら控訴理 由書(損 害論)2

6～27頁)e

第4次 航空機モニタリング調査(甲A353)に よると、放射性セシ

ウムの沈着量 につき、いわき市の大半が放射線管理区域(規 制基準:

4万 ベク レル/㎡)と 同 レベルの汚染状況で あった(一 審原告 ら控訴理

由書(損 害論)27貰)。

魚介類、野菜、食 肉、野生鳥 獣、山菜等か ら基準値 を超 える放射性物

質が検 出 され 、いわ き市 内の飲料水 か らも放射性 物質が検 出 された

(一審原告 ら控訴理由書(損 害論)27～28頁)。

政府が2013(平 成25)年3月13日 に原子炉の冷温停止 ・収束

宣言 を事実上撤 回 して いる(一 審 原告 ら控訴理 由書(損 害論)28

頁)e

2一 審被告東電の反瞼

上記 「1」 の一審原告 らの主張 に対す る一審被告東電 の反論 にっ いて は・

一審被告粛電控訴理由書19頁 以下 に記載 したとお りである。

そ もそ も、一一審原告 らの上記主張 は、当該事実 が一 審原告 らの心理状態 に
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どの よ うな影響 を与 えた のか不明で あ り、単な る事実 の羅列 にとどまる。そ

して 、以下 のとお り、一審原告 らの上記 主張 は、本件事故後 に法律上保護 さ

れる利益の侵害が継続 していた ことを何ら裏付 けない。

|1̀

いわき市の空間放射線 量率 は、他の 自主的避難等対魏区域よ りも著 しく

低 い値で推移 して いる(乙A188、 乙A189、 乙Al91及 び一審被

告東電控訴理由書11～12頁 、30頁)　 thそ れゆえ、いわき市 は、そ も

そ も、除染が法的に義務付け られ るr除 染特別地域」(放 射性物質汚染対

処特措法28条1項 、30条1項)に 指定 されていない。

また、 いわき市は、2011(平 成23)年9月 、身近な生括空間の一

部において周囲よ り高い放射線量が測定 される土砂や枝葉 ・蒋 ち葉な どの

「特定線源」が存在 して いた ことか ら、いわき市民の協力を得 なが ら除染

活動 を実施すぺ く、 「いわ き市放射線量低 減のた めの除染マニ ュアル」

(乙C32)を 策定 して配布 し、市民によ る除染活動 の積極的な支援 を実

施 して いる(乙C33、 乙C34)。 また、原判決も認定す るとお り、い

わき市 は、除染実施計画 に基づ き、2011(平 成23)年 以降、市内の

除染 を実施 している(原 判決298～299頁 〉。[の よ うに、2011

(平成23)年 の時点でいわき市 にお いて除染活動が 開始 している。その

ため、2011(平 成23)年 時点で具体 的な除染活動がほぼ行われて い

なか った とする一審原告 らの上記主張 は、事実誤認である。

さらに、一審原告 らは 「2012(平 成24)年 度 中も、……住 民の生

活圏 自体 に対す る具体的な除染作業はほぼ行われていなかった ものであるj

(一審原告 ら控訴理 由書(損 害論)25頁)と 主張す るが、環境庁 の運営
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しているウェブサイ トで ある 「除染情報サイ ト14Jに よれぱ、 「住 民の生

活圏」で ある公共施設の除染 は、当該ウェプサイ ト上で最 も古 いデータで

ある2012(平 成24)年9月 末の時点 にお いて も、発注数266か 所

に対 し、実績数は250か 所である。 したが って、 唯 民の生活圏 自体 に

対す る具体的な除染作業 はほぼ行われ ていなか った」 というのは、誤 りで

ある。

間 空 ロ放 ・ 上記主2こ 対 る反論

国際的に合意されている科学的知見である低線 量被 ばくWG報 告書及び

2007(平 成19)年 のICPR勧 告(乙A40、 乙A41)に よれば、

放射線 による発がん リスクの増加 は、100ミ リシーベル ト以下の低線量

被ば くで は、他の要 因による発がんの影響 によって隠れて しま うぽど小さ

く、放射線による発がん リス クの明 らかな増加 を証明す ることは困難で あ

る。

一審原告 らが主張す る本件事故後の空間放射線量率 は、毎時O.2・v1,

0マ イ クロシー ベル トに とどま り、避難指示 の基 準であ る年聞20ミ リ

シーベル ト(毎 時3.9マ イクロシーベル ト)を 大 きく下回っている。

加 えて 、本件事故直後か ら、報道機 闘等 によ り健康への具体 的な危険 は

な いと判断す るに足 る十 分な情報 が提供されてお り、平均的 ・一般的な人

を基準と して も、健康影響が懸念 されない と判 断する ことのできる状況 に

あ り、事実、そのような判断をした住民が多かった と考 えられる15e

14　http://josen .　env.　go、　jp/審oηe/details/iukushima _iwakit　 lltml

l5一 審原告 らは、 「いわ き市 に戻 った ところ、周辺の 家は 、大体 帰還 して いま した。 」(注:

2011(平 成23>年3月25日 に いわ き市 に帰還 した原告)(甲D27・5頁)、 「子

どもの学 校 の閲係 者 か らも、 ……rほ とん どの 人 は1か 月以 内 に戻 って い ますよ … … 』な ど

と言 われ 」た(甲Dl・13頁 。)、 「既 にこの頃(注12011(平 成23)年5月9日)
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|3く 空 モニタ リングの 。査 記主張3に 対 るM

放 射線障害防止法に基づ く管理区域の設定は、放射性同位元素 を使用す

る施設等 において、平常時の放射線業務従事者の受ける放射線 被ば くや作

業の状況 を管理す るために設定 される区域 であ り、このような管理区域 の

設定基準 を上回る放射線被ば く等 を受 けることによつて健康へ の影響が生

ずる ことを意味す るものではなく、また、 「安全Jと 「危険」 との境界 を

画す る意味を有す るもので もない。つ ま り、土壌中に放射性物 質が存在 し

ているとの主張に意味はな く、当該土壌汚 染によoて 、一審原告 らの健 康

に対 して何 らかの具体 的な健康被害を生じさせているか又 はモ のおそれ が

生 じているのかが示されなけれぱ意味がない。

そ して、 この点 については、結 局のところ、土壌 中放射性物質濃度(ベ

クレル)そ れ 自体で はな く、それ によって どのような健康影響が生ずるか

とい う点 を評価 する尺度 となる空間放射線 量(マ イク ロシーベル ト)の 実

情に基づいて、健康被害 の危険性が評価 判断されなけれぱな らない とごろ、

いわ き市 にお ける空間放射線量率 は、年間20ミ リシーベル トを大 きく下

回るのみな らず、概ね年間1ミ リシーベル ト又 は これす ら下回 るという状

況にあ り、住 民に対する具体的な権利侵害 を生ぜ しめる程度のもので はな

い。

⊃4ー 品 ・水道水 上記主張4に 対 る反n

食品か らの実 際の被 ば くの程度 につ いて 、厚生労働省 によ る2011

(平成23)年9月 と同年11月 において福島県で実際に流通 している食

には 自宅周辺の方々は、一時避難先か らほ とん どが帰宅 していて、平 静に戻 ウて いる様子 で

した。」 〈甲Dl5・4頁)と 陳述 してお り、 これ らの陳述によると、盛 くの 自主避難者は

短期間のうちに避難先か らいわき市に戻って生活 して いたのであるか ら、 自主避難者 の避 難

期間の観点か らも上記の結論 は裏付け られる.
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品を検査 した推計によれば、食品からの放射性セシウムによる内部被 ば く

の値は十分に低い ごとが確認 され てお り(乙A93・Q2)、 食物摂取 に

よる内部被ばくの値が十分 に低い ことは、広報いわきにお いて も公衰 され

て いる(乙A81の20)。 さらに、政府 は、本件事故置後である201

1(平 成23)年3月17日 に、原子 力安全委員会によ り示された指標値

をもって暫定規制値 とした上で、当該規制値 を上回る食品 につ いては食用

と して提供されないように規制する措置を直ちに講 じ(乙A88)、 同月

19日 か ら、暫定規制値 を超 える食品の廃棄等 の措置が採 られて いた。 ま

た、地方 自治体が実施する放射性物質検査 の結果は厚生労働省及び農林水

産省のホームページにおいて公表 されている(乙A91の2～3頁),そ

の後、よ り一層食品 の安全 と安心 を確保す るために、厚生労働省 は、20

12(平 成24)年4月 か ら、 さらに厳格化 した基準値 を設置 した上で、

当該基準値を満たす食品の安全性 について、ホームペ ージで分か りやす く

情報提供 をしていた(乙A93、 乙A94)eし たが って、食物摂取によ

る内部被 ばくの値が十分に低 いことに加えて、そ もそ もそのよ うな内部被

ばくが生ずるおそれ のある食晶が流通 しな いような措置が講 じられ 、かつ、

このよ うな措置が講 じられて いる ことは適 切に周知されて いた。(一 審 被

告東電準備書面(i7)9～11頁)e

また、2011(平 成23)年4月17日 の時点で既 に、政府 によ り、

中通 りを中心 とした県内25市 町村で原乳の出荷制限等が解除 された こと、

及び福島県内で栽培されたハ ウス野菜全48点 が食品衛生法の暫定甚準値

を下回ったことが公表 されて いる(乙A109・41枚 目及び43枚 目/

福島民報)。

水道水 につ いて も、2011(平 成23)年4月11日 時点 にお いて、

放射性物質が検 出されて いないことが広報いわ きにお いて公表 されている

(乙C31の1)。
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(5)冷 温 止 ・ 嘗量 上配 主5に ・ る反 論

政府が2013(平 成25>年3月i3日 に原子炉の冷温停止 ・収束宣

言を事実 上撤回 している、 との一審原告 らの主張 も、事実誤認 である。す

なわ ち、2013(平 成25)年3月13日 に行われた予算委員会 におい

て、茂木 国務大臣(当 時)は 、 「福島第一原発についてで あ りますが、 一一

昨年 の十二月に、原子炉の状態 を定量的に評価 した上で、冷温停止状態 に

なった、 これが確認 され、現在で も安定 した状態 にあることは変わ りない、

このよ うに考 えてお ります。Jと 明言 してお り、本件原発が冷温停止状態

にあるごとを否定するような発言 はない(乙A202)。

第5 損害 額　ie

1一 審原告 らの主張

一審原告 らは、本件の損害額につ いて、概要 、以下 のとお り主張す る。

① 自主的避難等対銀区域の一般の成人について、被害の実際と法益侵害

の重大性に照 らせ ば、原判決の認容額は不当である(一 審原告ら控訴

理 由書(損 害論)37～38頁)。

② 自主的避難等対象区域の子 ども及び妊婦 について、中間指針や一審被

告東電の 自主基準でさえも、2012(平 成24)年1月 か ら同年8

月まで は慰謝料の発生 を認 めているにもかかわ らず、2011(平 成

23)年10月 以降については、一切損害が発生 しないとした原判決

】6慰謝料増額事由については、本来、損害論に位置づけ られるものであるが、一審原告 ら

が、2021(令 和3)年11月30日 付け控訴理由書(責 任論②〉において、責任論 と併

せて慰謝料増額事由を主張す ることから、一審被告東電の反論 については、令和4年3月1

4日 付け 「控訴答弁書ω」 に記載 している。
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③

④

⑤

⑥

の認定は誤 りであり、また、そ もそ も被害実態に照 らせぱ認容額が低

額 に過ぎるC一 審原告 ら控訴理 由書(損 害論)38～39頁)。

旧屋内退避区域は、旧緊急時避難準備区域 と同様 に本件原発からの3

0キ ロ圏内であるにもかかわ らず、いわき市に含 まれるというだけで

旧緊急 時避難準備区域 の自主賠償額の半額にも満たない金額を認容額

とするのは合理性を欠 く(一 審原告 ら控訴理 由書(損 害論)39～4

1頁)。

請求が棄却されたB原 告(本 件事故当時胎児で もな く、事故後 に出生

した原告)に ついて、 自主的避難等対象区域 内で暮 らしてきた子を持

っ親の不安や、子 どもの将来に対す る不安、子 どもの不安やス トレス

は、他県 と比べると高 い水準で長期間継続 しているのであるか ら、損

害の発生はないという原判決の認定は被害実態にそ ぐわない(一 審原

告 ら控訴理由書(損 害論)41頁)e

請求が棄却 された、本件事故 当時にいわき市 に居住 していなかった原

告について、空間放射線量率を重視 しすぎてお り、かっ、当時のいわ

き市の実情を全 く踏まえて いな い不当な判断である(一 審原告 ら控訴

理 由書(損 害論)41～42頁)。

一審原告 らは、個 々の被害事実及び損害の大きさは異なるものの、質

的に共通性のある損害の賠償を請求 している(一 審原告 ら控訴理由書

(損害論)45～46頁)。

2一 審被告東電の反論

|1ー

ア ー審被告 東電控訴理 由書42～49頁 で述ぺた とお り、慰謝料額の算

定 にお いては、ある原告 には全 く当てはま らない事情を当該原告 の慰謝
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料額の算定で考慮することは、 「著 しく不相当で あって経験則 も しくは

条理 に反す る」違法な ものである　IT。　各一・審原告 らの被 った損害 の大

き さが異な るのであれ ぱ、共通損害の賠償 を求める本件訴訟において は、

一審原 告 ら全員 に共通する最小限度 の損害 に限 り賠償がな され ることに

な る。

イ しか し、一審原告 らは、被害事実 の存否や損害の大 きさの違 いがある

ことにっいて認めっつ も、当該損害 には質的 に共通性が ある という抽象

的な主張 をす るのみで(一 審原告 ら控訴理 由書(損 害論)45頁)、 一

審 原告 らに共通する最小限度の損害の内容等 に関する主張立証はおろか.

一審原告 らが主張す る質的共通性 を裏付ける具体的根拠 も全 く示 されて

いない。

ウ ー審原告 らによる損害の共通性の主張が不十分であることは、 「精神

的人格権 としての平穏生活権」 の有無の判断要 索の中で列挙 され る①か

ら⑥ までの利益(一 審原告6控 訴理 由書(損 害論)22頁)の 非共通性

か らも明 らかであ る。すなわち、 「① 農作物 ・魚介類、 山菜等の 自然 の

恵みの交換や 自給 自足等 によって生活 費を代替す る利益」及 び 「②農作

物等 の物 々交換や海 ・山等での野外活動 を通 じて地域住 民とつなが り、

相互に助 け合 う利益」 については、農作物等 による生活費の代替、及 び

農作物等 の物々交換や野外活動の実施 による地域住民 との交 流の有無 は、

個 々の一審原告 らの生活状況や環境 に依拠 してお り、例 えば、いわき市

中心部 の市街地 に届住 して いる一審原告 らにも共通 して いる利益である

とは認 め難 い。 「③地域の 自然環境 を享 受 し恩恵 を受ける利益」 につ い

て も、一審原告 らの居住環境や ライ フスタイル、趣味趣 向によって 自然

t7最 判昭和38年3月26口 集民65号241頁 。
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|2|

環境の恩恵の程度 は大 きく異なる。 また、 「④被 ばくへの不安をめ ぐる

家族間 ・地域住民同士」の一体性 にっいては、個 々の相手方 によってそ

の状況や人 ・地域 との関わ りも千差万別である。さ らに、 「⑤子 どもの

生活環 境及び教育環境」 については、そ もそ も、成人である一審原告 ら

には全 く当てはま らず、 「⑥地域力(農 業 ・水産業 ・観光業 ・工業、人

材 、生業)」 にっ いて は職業に従事 していな い者(無 職の者、家事 に専

従す る者、学生、未就学児など)に 全 く当ては まらない ことは明 らかで

ある。

エ したがづて、一審原告 らが主張す る上記 の利益 は共通性 を欠いている

ので あるか ら、共通損害 を検討す るに当たって、 これ らの利益を考慮す

る ことは認め られない,

の 上 記主 張1～5に ・ る　　es

ア 自主的避難等対隷区域の一般の成人について(上 記主張① に対する反

舗)

上記 「第3」 のとお り、一一審原告 らが指摘 する事 情を踏 まえた として

も、 「受忍隈度」 を超える利益侵害があった ことす らも認め られないの

で あるか ら、被害が 「重大」 とはいえず、原判決の認容額が不 当に低額

であるといえない。

イ 自主的避難等対象区域の子ども及び妊婦について(上 記主張② に対す

る反論)

中聞指針等 は、被害者 に十分な救済 を与え る目的で作 成されているの

で あるか ら(一 審被告東電控訴理 由書36～38頁)、 賠償額のみな ら
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ず賠償対象期間について も、必 ず しも実際に生 じた損 害に対応す るもの

ではな く、よ り長期 に認めている。

したがvて 、賠償対象期 間が損害の発生を前提 としていな い以上、中

間指針等 における賠償対蕪期間か ら利益侵害期間の長短 を論ずることは

誤 りで ある。

ウ 旧屋内退避区域の住民について(上 記主張③ に対する反論)

旧鳳内退避 区域の住民 と旧緊急時避難準備区域 の住民とは、2011

(平成23)年4月22日 以降に政府の指示に伴 う生活上の制約(緊 急

時 に避難又は屋内退避がで きるように準備 を行 うこと)が あvた か否 か

という点で決定的な違 いがあ り、 このよ うな制約 の有無を前提 に旧緊急

時避難準備区域の 自主賠償 における賠償対象期間は算定 されている(中

間指針 において も、避難指示等の解除時期が賠償対銀期 間の終期 の基準

とされている 〔乙C2・ ユ9頁 〕)。

したが って、 旧屋 内退避 区域 の住民 と旧緊急時避難準備区域の住民 と

の間で賠償対象期間に差が設 けられた ことには合理的理 由が あり、 自主

賠償額 の合計の多寡 のみで本件の損害額 を論ず ることは、旧屋内退避区

域の住 民と旧緊急時避難準備 区域の住民が当時置かれて いた状況 の差 異

を無視 している。

XB原 告 について(上 記主張④ に対する反論)

上記 「第2」 のとお り、仮 に、B原 告 に不安や ス トレスが生 じていた

と して も、主観 的な不安やス トレスにとどま り、法律上保護 され る利益

として保護 され ない。
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オ 本件事故当時にいわき市に居住 していなかった原告 について(上 記

主張⑤に対する反瞼)

本件 において、一審原告 らに 「共通損害」がない ことについて は上記

「(1)」の とお りで あるが 、仮 に 「共通損害」 を観念 し得 る として も、

当該 「共通損害」 として想定され るのは、いわ き市 にお ける健康不安や

社会生活上の不利益、すなわち、本件事故当時 にいわ き市に居住 してい

た原告 の健康不安や社会生活上 の不利益である。 したが って、本 件事故

当時にいわき市 に居住 して いなか った原告には本件で問題 とされている

「共通損害」はな い。

以上
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